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2021 年 5 月 11 日 

お客様各位 

株 式 会 社 協 和 製 作 所  
  産業機器事業部営業部 

緊急事態宣言延長の対応について 
 

拝啓 平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、営業課員は在宅勤務、時差

出勤等の活用、また営業訪問の自粛等により感染防止に努めております。       

今般の政府による新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言延長及び対象地域の追加を受け、

弊社の今後の対応について下記の通りご報告致します。 

皆様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜ります様お願い申し上げます。    敬具 

 

記 

 

窪田工場の営業課員における対応 

窪田工場の営業課員においては、引き続き在宅勤務を原則とし、交代制での出勤とさせていた

だきますが、電話が繋がり難い状況となりますので、FAX：0790-42-4895 よりお問い合わせいただ

くか、弊社下記 HP お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

また、ご訪問による面談も引き続き控えさせていただきますので、ご不便をお掛け致しますが、ご

協力賜ります様お願い申し上げます。 

 

東京支店における対応 

東京支店においては、引き続き在宅勤務とし、電話によるお問い合わせ受付を一時停止させて

いただきます。 

FAX : 03-5579-9633 か E-mail アドレス： tokyo@kyowa-mfg.co.jp 

又は、弊社下記 HP お問い合わせフォームよりお問い合わせください、折り返しご連絡させて頂き

ます。 

 ご不便をお掛け致しますが、ご協力賜ります様お願い申し上げます。 

 

名古屋営業所における対応 

 名古屋営業所においては、新たに緊急事態宣言の対象地域に追加されたため、引き続き在宅

勤務を原則とし、交代制での出勤とさせていただきます。電話が繋がり難い状況となりますので、

FAX：052-778-7831 よりお問い合わせいただくか、弊社下記 HP お問い合わせフォームよりお問

い合わせください。 
 

実施期間 

 5 月 11 日（火）迄としていた在宅勤務期間を緊急事態宣言解除日までに延長致します。 
 

引き続き、関係者の皆様及び弊社従業員・家族の安全確保を徹底し、政府の方針に基づき感染

拡大防止に努めてまいります。 
 

株式会社協和製作所 産業機器事業部 営業部 

＊窪田工場 兵庫県加西市窪田町 570-10 

TEL.0790-42-0601（代） FAX.0790-42-4895 

＊東京支店  東京都中央区京橋 1-14-7 京橋中央ビル 9F 

FAX.03-5579-9633 E-mail:tokyo@kyowa-mfg.co.jp 

 ＊名古屋営業所 愛知県名古屋市名東区本郷 3丁目 139 ホワイトハウスビル 5階 

TEL.052-778-7830（代） FAX.052-778-7831 

    ＊HP お問い合わせフォーム https://www.kyowa-mfg.co.jp/industrial/i_inquery/ 


